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33  地域福祉の推進
 

【共感】 人や暮らしの多様性への「気づき」を広
げ、多様な意見を取組に反映させます。

【協働】 区、事業者および区民等が、主体的に取
り組み、相互に尊重し、協力して福祉の
まちづくりを推進します。

【安心】 区民一人ひとりが尊厳を持ち、安心して
暮らせるよう、必要な支援を行います。

 

●民生・児童委員
　民生委員は、「民生委員法」に基づいて厚生労働大
臣が委嘱している。生活に困っている人や高齢者など
の相談に応じている。
　任期は 3年で、「児童福祉法」に基づく児童委員を
兼ね、児童福祉の向上にも努めている。

（1）「ともに支え合う
ずっと住みたいやさしいまち」

（2）区民との協働と地域の支え合いを
推進する

●つながるカレッジねりま（福祉分野）
　「地域福祉を担う人材の育成」と「育成した人材を
活かす仕組みづくり」を目標に「地域福祉パワーアッ
プカレッジねりま」として開設した。2 年度から「つ
ながるカレッジねりま」としてリニューアルし、講座
内容を福祉のほか、防災・農・みどり・環境の全 5
分野に拡大した。

● 地域福祉コーディネーターによる地域福祉の基盤づ
くり

　（福）練馬区社会福祉協議会の地域福祉コーディネー
ターが、地域福祉協働推進員（ネリーズ）や地域活動
団体等と協力しながら、地域のネットワークづくりを
進める活動を支援している。

●やさしいまちづくり支援事業
　地域福祉や福祉のまちづくり活動を行う区民活動グ
ループの創意工夫あふれる企画提案事業に対して、活
動費の一部助成や活動への助言などの支援を実施して
いる。４年度は 16 団体に対して支援を行った。

●非営利地域福祉活動団体への補助金交付
　非営利で、家事援助・介護サービス、移動サービス
および食事サービスの活動を 3 年以上実施している
団体を対象に補助金を交付している。４年度は 11 団
体に対して交付を行った。

●福祉有償運送の支援
　NPO 法人等が障害者や高齢者などの送迎を有料で
行う福祉有償運送は、自治体で設置する運営協議会の
協議を経て、運輸支局に登録された法人に限り合法的
に実施できる。区では、学識経験者やタクシー関係
者、NPO 法人などで構成される福祉有償運送運営協
議会を設置し、協議を行っている。

２　計画の体系（施策と事業）
　「ともに支え合う　ずっと住みたいやさしいまち」の
実現を計画目標とし、その実現に向けた施策と事業（５
施策 60 事業）で構成されている。
　⑴　区民との協働と地域の支え合いを推進する
　　　12 事業
　⑵　福祉サービスを利用しやすい環境をつくる
　　　13 事業
　⑶ 　ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを

進める
　　　10 事業
　⑷　多様な人の社会参加に対する理解を促進する
　　　14 事業
　⑸　権利擁護が必要な方への支援体制を整備する
　　　11 事業

●練馬区地域福祉計画
　２年３月に、地域生活課題に対応する施策等を総合
的に進めるため、福祉のまちづくりと成年後見制度の
利用促進を地域福祉として一体的に展開する「練馬区
地域福祉計画（ずっと住みたいやさしいまちプラン）

（令和２～６年度）」を策定した。
　この計画は、「社会福祉法」に規定する市町村地域
福祉計画であり、「練馬区福祉のまちづくり推進条例」
に基づく福祉のまちづくりの推進に関する計画、「成年
後見制度利用促進法」に基づく成年後見制度利用促進
基本計画としても位置付けられている。
１　基本理念
　本計画で定められている基本理念は、以下のとおり
である。
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● 指導監査（検査）・運営指導および社会福祉法人の
設立認可

　区に本部があり、区内のみで事業を行う社会福祉法
人を対象に、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の
経営の確保を図るため、指導監査を行っている。４年
度は 12 法人に対する一般監査を実施した。
　また、区内の福祉サービス事業者等を対象に、サー
ビスの質の確保および支給等の適正化を図るため、指
導検査を行っている。４年度は、障害福祉サービス事
業者等で 91 事業所に対する実地指導、保育施設等で
155 施設に対する一般指導検査、介護サービス事業
者等で 146 事業所に対する運営指導を実施した。
　説明会および集団指導は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、YouTube の動画配信により実施し
た。
　社会福祉法人の設立認可については、４年度はな
かった。

●保健福祉サービス苦情調整委員の設置
　保健福祉サービスの利用に関する苦情や相談に適切
に対応する第三者機関として、平成 15 年 6 月に保健
福祉サービス苦情調整委員を設置した。
　弁護士等学識経験者からなる委員 3 人と、専門相
談員 2 人で構成されている。

（4）多様な人の社会参加に対する
理解を促進する

●ユニバーサルデザイン体験教室
　まちの中にあるバリア（段差など）等への興味関心
を高めることにより、多様な人に対する理解の促進に
取り組んでいる。４年度は、小・中学校への出張型を
12 校、区内在住・在学の小学校４～ 6 年生と保護者
を対象に学校外編を 2 回実施し、延べ 1,470 人が参
加した。

●情報通信技術を活用した情報バリアフリーの推進
　誰もが気軽に外出できるよう、区立施設や駅などの
公共施設のバリアフリー状況が分かる練馬区バリアフ
リーマップ「あんしんおでかけマップ」を平成 29 年
2 月から区ホームページで公開している。

（5）権利擁護が必要な人への支援体制を
　　整備する

 

●権利擁護センター「ほっとサポートねりま」
　平成 17 年 1 月に、高齢者や障害のある人など判断
能力が十分でない人が、地域で安心して生活できるよ
うに支援することを目的として、（福）練馬区社会福
祉協議会に設置した。
　福祉サービスの利用手続、金銭管理の支援や成年後
見制度の利用支援、周知・啓発などを行っている。
　19 年 1 月には、区における成年後見制度活用を推
進するための「成年後見制度推進機関」として位置付
けた。
　２年度から、国が定める中核機関の運営主体として
以下の業務を行っている。区は、設置主体として運営
を支援している。中核機関の運営業務は、以下のとお
りである。
　⑴　相談および利用支援
　⑵　広報および周知・普及啓発
　⑶　地域連携ネットワークの構築
　⑷　市民後見人の養成・活動支援
　⑸　親族後見人の支援
　⑹　利用促進協議会の開催
　⑺　法人後見事業の実施

●地域福祉権利擁護事業等の実施
　成年後見制度の利用に至る前の支援として、福祉
サービスの利用援助や支払・手続等、日常の金銭管理
をサポートする「地域福祉権利擁護事業」や「財産保
全・手続き代行サービス」を実施している。

（6）練馬区社会福祉協議会との連携

●社会福祉法人練馬区社会福祉協議会（社協）
　社協は、地域の社会福祉活動を推進する営利を目的
としない民間組織である。全国の自治体に設置されて
おり、「社会福祉法」において、「地域福祉の推進を図
ることを目的とする団体」と定められている。
１　活動
　公益性の高い組織として以下の活動をしている。
　⑴ 　練馬ボランティア・地域福祉推進センター、権

利擁護センター「ほっとサポートねりま」および
障害者就労支援センター「レインボーワーク」等
の運営

　⑵　共同募金への協力
　⑶　区の福祉事業の受託
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２　理念
　「ひとりの不幸も見逃さない～つながりのある地域
をつくる～」を理念に掲げている。
　元年度に「第 5 次地域福祉活動計画」を策定した。
この計画は、区の「地域福祉計画」と両輪をなす計画
であり、区と社協は協働して地域福祉の向上に取り組
んでいる。

130


